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令和５年６月１５日 

令和５年度国立研究開発法人情報通信研究機構 調達等合理化計画 

「独立行政法人における調達等合理化の取組の推進について」（平成２７年５月２５日総務大臣

決定）に基づき、国立研究開発法人情報通信研究機構（以下「機構」という。）は、事務・事業の特

性を踏まえ、マネジメントサイクル（ＰＤＣＡサイクル）により、公正性・透明性を確保しつつ、自律的

かつ継続的に調達等の合理化に取り組むため、令和５年度の調達等合理化計画を以下のとおり

定める。 

１．調達の現状と要因の分析 

（１） 機構における令和４年度の契約状況は、表１のとおりであり、契約件数は１，５３０件、契

約金額は８９０億円である。このうち、競争性のある契約は１，３２２件（構成比８６％）、８１１

億円（同９１％）、競争性のない契約は２０８件（同１４％）、７９億円（同９％）となっている。

令和３年度と比較して、競争性のない随意契約における件数は２６件（前年度伸率１４％）

の増、金額は５４億円（同２１６％）と大幅に増加している。 

 契約全体の金額が減少した要因は、補正予算の契約案件の減少によるもの及び大型設備

の保守等複数年契約案件の減少によるものである。 

表１ 令和４年度の情報通信研究機構の調達全体像  （単位：件、億円） 

令和３年度 令和４年度 比較増△減 

件数 金額 件数 金額 件数 金額 

競争入札等 
（65％） 

980 

（50％） 

490 

（61％） 

939 

（28％） 

252 

（△4％）

△41

（△49％）

△238

企画競争・公募 （23％） 

347 

（48％） 

471 

（25％） 

383 

（63％） 

559 

（10％） 

36 

（19％） 

88 

競争性のある契

約（小計） 

（88％） 

1,327 

（97％） 

961 

（86％） 

1,322 

（91％） 

811 

（0％） 

5 

（△16％）

△150

競争性のない随

意契約 

（12％） 

182 

（3％） 

25 

（14％） 

208 

（9％） 

79 

（14％） 

26 

（216％） 

54 

合 計 
（100％） 

1,509 

（100％） 

986 

（100％） 

1,530 

（100％） 

890 

（2％） 

21 

（△10％）

△96

（注 1）計数は、それぞれ四捨五入しているため、合計において一致しない場合がある。 

（注 2）比較増△減の（ ）書きは、令和４年度の対令和３年度伸率である。 

（２） 機構における令和４年度の一者応札・応募の状況は、表２のとおりであり、契約件数１，０

７９件（構成比８１．６％）、契約金額６９４億円（同８５．６％）である。 

前年度と比較して、一者応札・応募の割合が７７．２％から８１．６％に４．４ポイント増加し
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ており低減されていないが、これは、当機構が研究開発成果の創出並びにその普及及び活

用を促進する研究機関であることから、高い技術や高性能・特殊仕様の要求が多くなるため、

対応できる事業者が限られてしまうという要因によるものと考えられる。 

 

表２ 令和４年度の情報通信研究機構の一者応札・応募状況          （単位：件、億円） 

 令和３年度 令和４年度 比較増△減 

２者以上 
件数 302(22.8%) 243(18.4%) △59(△20.0%) 

金額 453(47.1%) 117(14.4%) △336(△74.0%) 

１者以下 
件数 1,025(77.2%) 1,079(81.6%) 54(5.0%) 

金額 508(52.9%) 694(85.6%) 186(37.0%) 

合 計 
件数 1,327(100%) 1,322(100%) △5(0.0%) 

金額 961(100%) 811(100%) △150(△16.0%) 

（注1） 計数は、それぞれ四捨五入しているため、合計において一致しない場合がある。 

（注2） 合計欄は競争契約（一般競争、指名競争、企画競争、公募）を行った計数である。 

（注3） 比較増△減の（ ）書きは、令和４年度の対令和３年度伸率である。 

 

２．重点的に取り組む分野 

   上記１の状況分析等を含め総合的な検討を行った結果、以下の各分野について、それぞれ

の状況に即した調達の改善及び事務処理の効率化に努めることとする。 

 

（１） 競争性のない随意契約に関する調達 

 競争性のない随意契約については、新規に随意契約となる案件を含め、平成２６年１０月１

日付け「独立行政法人の随意契約に係る事務について」（総務省行政管理局長通知）を受け、

改正した契約事務細則に定める随意契約によることができる理由に合致しているかについて、

公平性・透明性を確保しつつ、事務を効率的に処理することを目指す。 

 

【評価指標：競争性のない随意契約の適用を含め規程に基づいた適切な調達の実施】 

 

（２） 一者応札・応募の改善 

一者応札・応募の低減に向けた取組として、競争性確保の観点から、次の取組を実施す

るものとする。 

 

① 年度において予定されている入札、公募及び企画競争契約（以下「入札等」という。）

の調達予定一覧を作成し、当該入札等の公告が公示される前に、機構ホームページに

掲載し、事業者が計画的に入札等に係る準備及び参加ができるよう事前の情報提供を

行うことで、入札等への参加者の拡大を図る。 
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【評価指標：予定案件情報を四半期毎に掲載】 

 

② 入札等の公告について、情報通信研究機構入札情報システムに掲載するとともに、入

札情報配信サービスを活用して事業者に情報提供を行うことで、入札等への参加者の

拡大を図る。 

 入札情報配信サービスでは、入札公告に関する情報の他に、政府調達にかかる資料

招請・意見招請等の調達全般に係る情報も配信対象に拡大し、積極的に情報配信を行

う。 

 

３．調達に関するガバナンスの徹底 

（１） 随意契約に関する内部統制の確立 

新たに随意契約を締結することとなる案件については、当機構総務系理事を総括責任者

とし、契約監視委員会において出された意見に基づき仕様内容の適正化に向けた点検に当

たらせている専任職員を活用し設置した「随意契約検証チーム」により、会計規程における

「随意契約によることができる事由」との整合性や、より競争性のある調達手続き実施の可

否の観点から、原則事前に点検を受けることとする。ただし、緊急等止むを得ないと認められ

る場合は、事後に点検を受けることとする。 

 

【評価指標：新たに随意契約を締結する案件に対する点検の適切な実施】 

 

（２） 公平性・透明性・競争性の確保 

 調達の実施にあたっては、公平性・透明性及び競争性確保の観点から、専任職員による仕

様内容の適正化に向けた点検を引き続き実施する。 

 

（３） 契約権限の明文化 

 契約に係る事務について、規程において「契約担当」の権限を明文化している。 

 

（４） 適正な検収の実施 

 検収について、規程に基づき要求者以外の者により実施することを原則としている。 

 

（５） 不祥事の発生未然防止・再発防止のための取組 

 ① 契約種別毎に整備した調達に係るマニュアルについて、引き続き内部イントラネット

へ掲載することにより、当該マニュアルの活用を行う。 

 

② 「財務部総合説明会」、「各研究所別の個別説明及び意見交換会」、「ｅラーニング」

を実施するとともに、不祥事等の未然防止及びルールの遵守について周知徹底を図

る。 

 

 ③ 現場購買について、上記説明会等のほか、以下の対策を実施し、不適切な処理の
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発生を防止する。 

ア 室長等による契約原簿の整備 

イ 契約原簿記載内容の財務部および監査室における定期的な確認 

ウ 四半期毎の財務部による抽出点検 

エ 不適切な事例に関する監査室による内部監査 

       

      ④ 監督・検査については、問題となった案件の発生原因などについて調査を行い、再

発防止策を検討する。 

 

【評価指標：説明会及びｅラーニング等の実施状況】 

 

４．自己評価の実施 

   調達等合理化計画の自己評価については、事業年度に係る業務の実績等に関する評価の

一環として年度終了後に実施し、自己評価結果を総務大臣に報告するとともに評価を受ける。 

なお、総務大臣による評価結果を踏まえ、その後の調達等合理化計画の改定・策定等に反

映させるものとする。 

 

５．推進体制 

 （１） 推進体制 

    調達等合理化計画に定める各事項を着実に実施するため、総務系理事を総括責任者とす

る「調達等合理化検討会」により調達合理化に取り組むものとする。 

   「調達等合理化検討会」 

   総括 責任者  総務系理事 

   副総括責任者  財務部長 

   メ ン バ ー  契約室長、契約室マネージャー、契約管理グループリーダー 

              物品契約グループリーダー、役務・工事契約グループリーダー 

 

 （２） 契約監視委員会の活用 

    監事及び外部有識者によって構成する契約監視委員会により、調達等合理化計画の策定

及び自己評価の際の点検を行うとともに、これに関連して、理事長が定める基準（新規の随

意契約、２か年連続の一者応札・応募案件等）に該当する個々の契約案件の事後点検を行

い、その審議概要を公表する。 

 

６．その他 

   調達等合理化計画及び自己評価結果等については、機構のホームページにて公表するも

のとする。 

   なお、計画の進捗状況を踏まえ、新たに取組の追加等があった場合には、調達等合理化計

画の改定を行うものとする。 


